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３ 武蔵村山市における教育の基本的な考え方 

 

   本計画は、武蔵村山市の教育について、平成２３年１２月に教育委員会で決定した教育目標など

を踏まえつつ、おおむね１０年先を見通した基本理念を次のように定め、教育施策を推進します。 

 

  （1）基本理念 

    人と人との絆で 未来を拓
ひら

く 学び支え合うまち むさしむらやま 

    

○人と人との絆で 

学校、家庭及び地域と連携・協力しながら、人と人との絆を大切にし、自然や歴史・文化と

のつながりの中で、児童・生徒の明るい未来を創造していきます。 

 

   ○未来を拓
ひら

く 

児童・生徒が様々な学びや経験・体験を通して、生きる力を育み、たくましく未来を切り拓

き、力強く生きていくことを目指していきます。 

 

    ○学び支え合うまち むさしむらやま 

誰もが生涯を通じて互いに学び合い、高め合える元気で活力あふれるまちになるような教育

を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    - 22 - 

（2）教育目標 

武蔵村山市教育委員会は、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、我が国と郷土の未

来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、以下の「教育目標」を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の教育目標の達成に向けて、武蔵村山市教育委員会は、児童・生徒及び市民のための教

育が、家庭・学校及び地域のそれぞれが責任を果たし、連携して行われることを目指して、施

策の充実を図っていく。 

 

 

平成２３年１２月 教育委員会決定 

 

学校教育においては、家庭における教育の成果を基盤としながら、児童・生徒が、

豊かな心をもち、確かな学力や健やかな体力を身に付けることができるようにするた

めに、 

 

○ 自ら学び、主体的に判断し、創造力豊かに、よりよく問題を解決しようとする子 

 供 

○ 思いやりと協力を重んじ、規範意識及び公共の精神に基づき、進んで社会の形成

に参画しようとする子供 

○ 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与しようとする子供 

○ 伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に

貢献しようとする子供 

 

の育成を重視する。 

 

社会教育においては、あらゆる場所における学習を通して、市民一人一人が、自己

の人格を磨き、互いに支え合いながら豊かな人生を送ることができるようにするため

に、 

 

○ 自ら進んで、幅広い知識と教養を身に付け、豊かな情操と健やかな身体を養おう

とする人間 

○ 個人の尊厳を重んじるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の発展に寄

与しようとする人間 

○ 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与しようとする人間 

○ 伝統と文化を継承し、我が国と郷土を愛するとともに、新しい文化の創造及び世

界の平和と人類の福祉に貢献しようとする人間 

 

を育成する生涯学習社会の実現を目指す。 
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  （3）基本方針 

 

 

 

 

 知識基盤社会において、いかに社会が変化しようと、子供たち一人一人が、自ら課題を見付

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決することができるよ

うにするために必要な「生きる力」を育むことが求められる。 

 そのために、家庭における教育の成果を基盤としながら、子供たちが、豊かな心をもち、確

かな学力や健やかな体力を身に付けることができる教育を推進する。 

 

 

 

 

我が国と郷土の未来を切り拓くために行われる子供たちのための教育が、一層効果的に行わ

れるようにするために、学校・家庭及び地域社会が、それぞれの機能を十分に発揮して、その

責任を果たすとともに、これまで以上に連携を強化することが求められる。 

そのために、開かれた学校づくりを推進するとともに、社会全体で子供たちを育てる仕組み

の構築を図る。 

 

 

 

 

保護者や地域から信頼される学校づくりを実現するために、教員が、自らの資質や能力を向

上させるとともに、成果と課題の検証に基づき、教育活動の改善を図ることが求められる。 

そのために、教員対象の研修や、校内における人材育成のための組織を確立するとともに、

学校評価に基づく経営改善を推進する。 

また、学校における教育活動の効果を一層高めるために、施設、教育機器等の教育環境の整

備を推進するとともに、諸制度の充実を図る。 

 

 

 

 

あらゆる場所における学習を通して、市民一人一人が、自己の人格を磨き、互いに支え合い

ながら豊かな人生を送ることができるようにするとともに、我が国と郷土を愛し、主体的に社

会の発展に寄与しようとする気持ちや態度を育む生涯学習社会の実現が求められる。 

そのために、市民が生涯を通じて、自ら学んだり、伝統や文化に触れたり、スポーツに親し

んだりすることができる多様な学習機会の充実を図る。 

 

基本方針１ 

生きる力を育む教育の推進 

基本方針２ 

学校・家庭・地域の連携強化 

基本方針３ 

教育の質の向上と教育環境の整備 

基本方針４ 

自己実現を目指す生涯学習の推進 


